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公職選挙法改正提言骨子 

 

１ 選挙運動を自由に楽しく 

選挙運動は、わたしたち市民が候補者や政党の主張を知り、判断するための重要な手

段である。これを合理的な理由なく規制することは、憲法の定める表現の自由や罪刑法

定主義に反するのみならず、国際人権規約等に定められた人類普遍の原理にも違反する

ものである。市民の政治への参加を促進し、民主主義と地方自治の更なる発展、向上を

図るため、現行の選挙運動規制は抜本的に改革すべきである。 

なお、資金の豊富な者が選挙で有利になることを防ぐため、政治資金と法定選挙運動

費用の透明性を高めるとともに、その規制の強化等についても見直しが必要である。 

 

 

１－１ 戸別訪問の自由化要旨・・・本文１ページ 

戸別訪問は、選挙運動の基本的手段のひとつとして積極的に活用されるよう、これを全

面的に自由化すべきである。現行制度は、「買収、利害誘導等の温床になりやすい」こと等

の弊害を理由とする（最高裁判決）が、それらの犯罪等は別途、直接これを規制すれば足

り、その「弊害論」の根拠とするところは説得力に極めて乏しい。欧米の先進諸国におい

ても、戸別訪問を禁止している例はなく、早急にこれを自由化すべきである。 

 

１－２ 電子メールによる選挙運動の自由化要旨・・・本文５ページ 

政治活動、選挙運動は、原則として誰でもが自由に参加できるしくみにすべきであり、「イ

ンターネットを活用した電子メールをはじめウェブサイト、フェイスブック、ブログ、ツ

イッター等のソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）を活用した選挙運動を全面

的に自由化」すべきであるが、その段階的なものとして「候補者・政党等以外の者」も選

挙運動として電子メールの送信ができるようにすべきである。 

 

１－３ ローカル・マニフェスト頒布の自由化要旨・・・本文 10ページ 

それぞれの候補者の政策の方向性や考え方などを知り、政策選択による投票を促すため、

「いかなる選挙においてもパンフレット・書籍、ビラ等の作成、頒布（配布）は自由にす

る」ことが抜本的な改正であるが、その段階的なものとしてまずは都道府県議会議員及び

市区町村議会議員など、自治体議会議員選挙におけるローカル・マニフェスト（ビラ）の

頒布を可能にすべきである。 

 



ii 

 

１－４ 公開討論会の自由化と公営立会演説会の復活要旨・・・本文 13ページ 

選挙においては、候補者や政党が演説会等で自らの主張や公約を一方的に表明するだけ

でなく、市民も交えて互いに討論を行う必要がある。その基本的手段であるとともに、市

民が面前で、あるいはインターネットの中継を通じて候補者や政党を比較できる公開討論

会はこれを全面的に自由化するとともに、公営立会演説会（公開討論会）を復活すべきで

ある。あわせて「公設民営」の公開討論会も検討すべきである。 

 

 

１－５ １８歳未満者の選挙運動の自由化要旨・・・本文 17ページ 

18 歳選挙権年齢の引き下げにより、市民性教育（シチズンシップ教育）の必要性が指摘

されその取組みが進められつつあり、若年者の投票行動、政治参加を促し、国政、自治体

政策への関心を高め、政治、選挙の重要性の認識をより深めることが中長期的には民主主

義を強化することになるものと考え、全ての人の政治活動、選挙運動を全面自由化すべき

である。 

 

 

 

２ 政治参加のハードルを下げる 

これからの市民性教育（シチズンシップ教育）では、市民が自ら政治活動に参加する

ための能力を獲得し、政治活動を実践する場を保障することが課題となる。国政レベル、

自治体レベルにおいて、選挙への参加と共に、政策づくりへの市民参加が重要な機会で

ある。市民の政治活動の自由を保障するためには、政治参加のハードルを下げることが

重要な課題である。多様な市民が選挙に自由にアクセスする機会を保障するためには、

高額な供託金制度を廃止し、選挙運動期間（事前運動の禁止）を廃止することがその手

始めになる。 

 

２－１ 供託金の廃止要旨・・・本文 20ページ 

供託金に関しては戦前から減額あるいは廃止の議論が出されていたが、戦後も供託金制

度は存続しているばかりか、消費者物価の伸び以上に高騰している。しかも、現行の供託

金額は国際的に比較しても極めて高額であり、与党自民党からも見直し提言が出されてい

る。このような供託金は高額の供託金を納める資力に乏しいが、格差拡大・貧困・少子化・

過疎などの深刻な問題に直面する非正規雇用者、育児中の女性、高齢者、障害者等の人材
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の立候補の妨げになっている。これらの人材が立候補しやすくなるよう、早急に供託金を

廃止し、より国民の生活実態に即した政策立案を可能にすべきである。 

 

２－２ 選挙運動期間の廃止要旨・・・本文 26ページ 

選挙運動期間を定めず、事前運動の禁止の規定を廃止する。これにより、市民が自由に

選挙運動に参加できるようになり、既存政党であれ、新政党であれ、政権党であれ、野党

であれ、現職議員であれ、新人候補者であれ、それぞれが公正な機会を獲得し、自由な選

挙運動が行えるようになる。これまで事前運動禁止により、新政党や新人議員候補者は、

不利な条件を強いられてきた。さらに、法律での明文規定なしで行われてきた選挙運動と

政治活動の区別をする必要はなくなり、政治活動の自由が保障される。 

 

 

 

３ 身近な選挙を政策で選ぶ選挙に 

選挙制度は、国政の問題だけではありません。地方議会議員の選挙制度も、さまざま

な課題を抱えています。都市部の市区町村議会選挙では数十人の立候補者から一人だけ

を選ぶという困難さがあり、一方で、市町村議員選挙では全体傾向として無投票が増え

ています。都道府県議会選挙や政令市議会選挙は、選挙区に分かれていますが、1人区

から最大で 17人区まで混在し、選挙区ごとの一票の格差も国政以上です。 そして、

根強い地方議会不要論もあります。地方議員や地方議会が何をしているのかわかりにく

い原因は複数ありますが、一つは選挙が政策で選べる仕組みになっているとは言えない

と考え、地方議会議員選挙の制度改革を検討し、以下の項目を中間報告として取りまと

めました。 

 

３－１ 市区町村選挙に制限連記制導入 要旨・・・本文 30ページ 

現在、政令市を除く市区町村議会選挙は立候補者から一人を選んで投票する大選挙区非

移譲式単記制を採っている。長く続けられている選挙制度であるが、高齢化、人口の偏在

化の進展、市民ニーズ・社会課題の多様化などの社会状況の変化を受けて、従前の選挙制

度を継続するだけでなく、議員をどのように選ぶかということも検討すべき状況にある。

そこで、市区町村議会選挙（ただし政令指定都市を除く）に「制限連記制」を導入し、複

数の候補者に投票できるようにする。連記しうる候補者数は、議員定数２０名までは２名、

同３０名までは３名、同４０名までは４名、同４１名以上は５名までとする。これにより、

有権者の投票に対する意識を高めて投票率を押し上げる。また、無所属候補者たちの政策

ごとのグループ化および議員の多様化を促す。 
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３－２ 都道府県議会・政令市議会選挙を比例代表制に要旨・・・本文 33ページ 

 現在の都道府県議会選挙は、単独の市の区域または複数の市町村を合わせた区域を選挙

区として実施されているが、選挙区ごとの定数は１名から十数名までのばらつきがあり、

小選挙区制と中選挙区制が混在するいびつな制度となっている。人口格差も国会以上に大

きい。政令市議会についても、行政区を基準に選挙区を設けることが認められているため、

都道府県議会と同様の問題が生じている。全都道府県または全市を一区とする比例代表制

の選挙に改めることにより、選挙権の不平等は解消できる。また、政党が名簿を作成する

際に、性別、年齢層、職業などに配慮した多様な人材を候補者として記載する動機となる

ことも期待される。 

 

 

４ 民意が反映される国政選挙 

1990 年代初頭、政権交代と政権選択の実現を掲げ、政治改革が行われた。しかし、

改革の狙いは実現されておらず、多数党に議席が集中するなど、かえって、民意の反映

が阻害されている。本当に投票したい候補者や政党がないと感じている有権者は少なく

ないであろう。政治改革を促すきっかけとなった政治と金の問題も、解決していない。

有権者にできるだけ多様な選択肢を提供し、本当の意味で民意が反映された選挙制度を、

衆議院、参議院双方で実現する必要がある。また、政治のゆがみを生み出している企業

団体献金の見直しも急務である。 

 

４－１ 衆議院選挙制度改正の方向性要旨・・・本文 37ページ 

 現行の小選挙区比例代表並立制は、小選挙区において選挙区間の 1 票の較差が依然とし

て大きいこと、第 1 党が 7 割台の議席を獲得するのが常態化していること、大量の死票が

発生していることなど、きわめて問題が多い。多様な民意の反映を選挙制度改革の基軸に

置き、比例代表制を中心としながら、絶対多数代表制や大選挙区制も含め、多面的に検討

する。さらに、政党の選択と人物の選択との兼ね合い、既存政党だけに有利とならない仕

組みにも配慮する。その上で、法の下の平等や議院内閣制などの憲法上の原則を踏まえた、

明確な理念をもった改革案をまとめることとする。 

 

４－２ 参議院選挙制度改正の方向性要旨・・・本文 41ページ 

 参議院選挙の選挙区間の 1 票の較差は衆議院以上に大きい。選挙区ごとの定数（１～６）

のアンバランスも問題である。しかもその大部分が小選挙区であることにより、衆議院の

小選挙区と同様な問題を抱えている。また、都道府県を単位とする地域代表としての性格

を認めるべきか、人物の選択をどこまで重視するかについても、検討が必要となる。その

ためには、憲法の要請する二院制の存在意義や参議院の役割を明確にするとともに、各々
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の選挙制度との適切な関係を検討していくことが重要である。その検討結果を踏まえて、

改革案をまとめることとする。 

 

４－３ 両院共通の選挙制度改正の方向性要旨・・・本文 43ページ 

 両院の定数については、“身を切る”という側面からの削減論だけが叫ばれてきた。一方

で、高すぎる議員の歳費・政治活動経費や政党助成金などの議論については放置されてき

た。議員定数は、諸外国の議会と比較して決して多くない。全国民の多様な民意を反映し、

代表する国会として活動するためには、どの程度の定数が適切かという観点からの議論が

求められる。削減ではなく増員もありうる。 

 下院で 193 ヶ国中 157 位（列国議会同盟、2016 年 8 月）という数字が示すように、女性

議員の少なさも両院共通の問題である。女性の政治進出を阻害する構造的要因や社会意識

を変えるためにも、女性議員の増加が必要であり、選挙制度の工夫だけでなく、まずは政

党に女性候補の擁立を促す仕組みづくりを検討する。 

 

４－４ 企業団体献金の全面禁止要旨・・・本文 44ページ 

現行政治資金規正法で一部許容されている企業団体献金を全面的に禁止する。政治資

金パーティーも含めどのような形であれ企業団体献金を許容することは、選挙の際資力

のある者が有利になることをもたらしている。また、企業団体による政策誘導が黙認さ

れる。企業団体内部構成員の政治参加も制約されうる。これらの課題を克服するために

企業団体献金を全面禁止する。 


